
令和７年度四日市市優良建設業者の表彰について 

 

令和７年度四日市市優良建設業者の表彰を下記のとおり執り行いました。 

 

記 

 

１．日時 令和７年７月２日（水）１０時３０分～ 

 

２．会場 四日市市総合会館８階 視聴覚室 

 

３．表彰者の内訳 

1. 優良建設業者  31社 

2. 優秀工事技術者   9名 

 

４．令和７年度 表彰者名簿（五十音順・敬称略） 

【優良建設業者】 （ ）内は今回を含めた通算表彰回数 

1. 株式会社アイエス設備工業              ( 1) 

2. アルクシステム株式会社               ( 2) 

3. 株式会社伊勢森建設                 ( 6) 

4. 株式会社伊藤興業                  ( 8) 

5. 有限会社永禄                    ( 1) 

6. 北三重技建株式会社                 ( 9) 

7. 衣笠土木有限会社                  ( 1) 

8. 協栄土木株式会社                  ( 3) 

9. 株式会社清倉商店                  ( 6) 

10. 株式会社久志本組                  ( 9) 

11. 泗水電機株式会社                  ( 3) 

12. 株式会社杉本組                   ( 3) 

13. 株式会社セクト                   ( 2) 

14. 大宗建設株式会社                  ( 8) 

15. 有限会社谷口組                   ( 1) 

16. 株式会社中村組                   (10) 

17. 株式会社新美興業                  ( 6) 

18. 日進建設株式会社                  ( 8) 

19. 長谷川体育施設株式会社 三重営業所         ( 1) 

20. 聖建工株式会社                   (13) 

21. 富士電設株式会社                  ( 3) 



22. 別府建設株式会社                  ( 2) 

23. 北勢電気株式会社                  ( 6) 

24. 株式会社穂積建設                  ( 9) 

25. 株式会社マックシステム               ( 2) 

26. 株式会社丸谷建設                  ( 7) 

27. 有限会社ミサキ建設                 ( 3) 

28. 守成建設株式会社                  ( 6) 

29. 矢野防災設備株式会社                ( 1) 

30. 株式会社横山組                   ( 3) 

31. 株式会社ワールドスポーツ施設            ( 1) 

 

【優秀工事技術者】 （ ）内は今回を含めた通算表彰回数 

1. アイトム建設株式会社 刀根 一仁          ( 1) 

2. 株式会社五十嵐建設 五十嵐 和仁          ( 1) 

3. 株式会社五十嵐建設 藤井 秀和           ( 1) 

4. 大成・信藤・中村特定建設工事共同企業体 志水 泰之 ( 1) 

5. 株式会社新美興業 新美 哲也            ( 2) 

6. 株式会社新美興業 林 隆幸             ( 1) 

7. 株式会社丸谷建設 城 桂三             ( 4) 

8. 株式会社丸谷建設 諸岡 紀明            ( 2) 

9. 守成建設株式会社 田中 宏季            ( 1) 

 

５．表彰制度の趣旨 

建設工事の施工の適正化及び施工技術の向上を目的に、優秀な成績で工事を完

成させた建設業者及び工事技術者を表彰いたします。 

  



６．制度の経緯 

平成 15 年 4 月 1 日に『四日市市優良建設工事表彰要領』を施行、平成 16 年度

から表彰を行っており、今回が 22 回目の表彰となります。なお、平成 19 年度か

ら、それまで別途行われていた上下水道局発注工事の表彰も一本化して四日市市

長より表彰状の授与を行うとともに、優秀工事技術者の表彰制度も創設しました。 

 

７．表彰の基準 

四日市市発注の請負金額が 500 万円以上の建設工事について、これを令和 6 年

度に 2 件以上完成させた建設業者、または令和 6 年度及び令和 5 年度のそれぞれ

の年度に 1 件ずつ完成させた建設業者のうち、『四日市市優良建設工事表彰要領』

に定める表彰要件をすべて満たす者を表彰するものです。 

なお、表彰の対象となる工事成績については、80点以上の工事が 1件以上あり、

かつ、他の工事についても 70 点以上（令和 5 年度に完成した工事については 80

点以上）の優れた成績を修めていることが必須条件となっております。 

また、平成 19 年度から新たに優秀工事技術者の表彰も行っておりますが、これ

は表彰の対象となった優良建設工事のうち、工事成績が 85 点以上という特に優

秀な工事を担当した技術者を対象に行うものです。 

 

８．その他 

現在実施しております、四日市市総合評価方式の技術評価点において加点の対

象となります。 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

総務部工事検査課 谷口（内線 2111） 

電話：059-354-8127、ﾌｧｸｼﾐﾘ：059-354-8379 

電子ﾒｰﾙ：koujikensa@city.yokkaichi.mie.jp 


